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要介護（要支援）認定の申請

● 市役所高齢者支援課
● 地域包括支援センター

〈申請時に必要なもの〉

申請は、本人や家族が高齢者支援課また
は各支所の窓口で行います（支所では相
談業務を行っておりません）。また、居宅
介護支援事業者などに、申請を代行して
もらうこともできます。
※居宅介護支援事業者などの代行申請
受付は高齢者支援課のみです。

・要介護・要支援認定申請書（受付窓口に
あります）
・介護保険被保険者証（65歳以上の人、
65歳未満で被保険者証の交付を受け
た人）
・健康保険被保険者証
・かかりつけ医師（主治医）の氏名と医療
機関名（メモ書き）
※主治医に相談し、申請する旨をお伝え
ください。

相談窓口

非該当
「基本チェックリスト」

を受ける

25の質問項目で日常生活に必要な
機能が低下していないかを調べます。
※65歳以上の人のみ

認定審査
● 訪問調査
● 主治医意見書

要介護
要介護１～５の方

要支援
要支援１～２の方

生活機能の低下が
見られる方

自立した生活が
送れる方

市の調査員などが自宅や施設等を訪
問して、心身の状況を確認するため
の調査を行います。主治医意見書は
市が主治医に依頼します。
※申請者の主治医意見書作成料の自
己負担はありません。

介護認定審査会において審査後認定
結果を通知します。

保険給付事業
介護サービス

要介護１～５の方は、介護サービ
スを利用できます。介護サービス
計画書（ケアプラン）の作成が必
要となります。

介護予防サービス
要支援１～２の方は、介護予防
サービスを利用できます。（一般介
護予防事業、介護予防・生活支援
サービス事業も併用できます。）介
護予防サービス計画書（ケアプラ
ン）の作成が必要となります。

総合事業
介護予防・生活支援
サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業
を利用できます。（一般介護予防
事業も併用できます。）

一般介護予防事業
全ての65歳以上の方は、一般介護
予防事業を利用できます。
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２

契約した介護保険施設で、ケアプラン

に基づいたサービスが受けられます。

要介護者や要支援者の相談に応じたり、介護サービ

スを受けられるようにケアプランの作成や市町村・

サービス事業者・施設等との連絡調整を行っています。

ケアマネジャーは、主に居宅介護支援事業所や介護

保険施設、地域包括支援センターなどにいます。

担当職員が、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。

担当職員と利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者の介護予防の助けとな

るサービスの検討を行い、利用するサービスの種類や回数を決めます。

※ケアプランの作成は無料です。

（又は市の指定を受けた介護予防支援事業所）

地域包括支援センター等へ依頼

地域包括支援センター（又は市の指定を受けた介護予防支援事業所）に相談し、介護予防

サービス計画書（ケアプラン）の作成を依頼します。
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有秋プラ－ザ

共生社会

地域包括支援センターの総合的な調整や後方支援を行います。介護や福祉、医療な

どに関する相談等もお受けしますが、ご相談の内容によって各地域の担当センター

をご紹介する場合もあります。

（地区福祉総合相談センター）

（福祉総合相談センター）

地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が中心となって、

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、介護予防に関するマネジメント

をはじめとする総合的な支援を行います。

また、地区福祉総合相談センターとして、世代や分野を問わない福祉の相談もお受けしてい

ます。
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315

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの
身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院な
どを目的とした、乗降介助（介護タクシー）も利用できます。
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504

427

515医師が行う場合 医師が行う場合

483

409

515

またはまたは

車いす ・ 車いす付属品 ・ 特殊寝台 ・ 特殊寝台付属品 ・ 床ずれ防止用具
体位変換器 ・ 認知症老人徘徊感知機器 ・ 移動用リフト（つり具を除く）
  【要支援１・２と要介護１の方は原則保険給付の対象となりません】

自動排泄処理装置
  【要介護１～３の方は原則保険給付の対象となりません】

手すり（工事をともなわないもの）・ スロープ（工事をともなわないもの）
歩行補助つえ ・ 歩行器

令和６年４月から、以下の福祉用具については、貸与と販売の選択制が導入されました。
固定用スロープ ・ 歩行器（歩行車を除く）・単点杖（松葉づえを除く） ・ 多点杖

637

933

868

1,100

476

592

641

809

●腰掛け便座　　　　

●自動排泄処理装置の交換可能部品

●排泄予測支援機器　●入浴補助用具　

●簡易浴槽　　　　　●移動用リフトのつり具

※利用者の状態に応じて、要介護状態が悪化するおそれがある用品については、対象にならない場合があります。

福祉施設や医療施設等に短期間入所して、日常生活上の
支援や機能訓練などが受けられます。 福祉施設や医療施設等に短期間入所して、介護予防を目的

とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
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567

850

192
327

11,034
3,640

7,35628,706

要介護１～５の人が利用できます。長期の療養が必要な方を対象に医学的管

理の下、看護や機能訓練とともに、日常生活上の介護や、健康管理などを

一体的に行います。
介護医療院

※令和６年５月現在、市内に当該施設はありません。
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800

898 796

713

1,015

8,503

30,279

13,132

33,136

819

1,427
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訪問型サービス（ホームヘルプ）

通所型サービス（デイサービス）

４

1,259

2,514

3,988

1,879

3,784

健康づくりや介護

予防のために、地

域で開催されてい

る運動教室や地域

の活動に参加でき

ます。

介護予防・日常生活支援総合事業は、市が行う介護予防サービスです。「介護予防・生活支援

サービス事業」と「一般介護予防事業」に分かれていて、多様なサービスを受けられます。

※要介護認定などの判定について、詳しくはP2・3をご確認ください。
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介護予防のための体操、レクリエーションなど気軽に通える「通いの場」を地域の皆さんが

開設しています。お近くの開催場所は「市のホームページ」に掲載しています。

❶通いの場事業

アネッサ（姉崎保健福祉センター）内のトレーニングルームでマシンを利用した運動指導を

行うほか、自宅でできる運動メニューを紹介しています。

❷はつらつ元気ルーム

通いの場、老人クラブ、町会などで、おおむね65歳以上の市民が10人以上参加できるグル

ープへ高齢者向けの健康体操などを紹介する普及員を派遣しています。

❸高齢者健康体操普及員の派遣

市原市で開発した日常生活に必要な筋力とバランスを高める体操で、通いの場でも活用さ

れています。定期的に実施をする団体へ、市の専門職が体操指導等の支援を行っています。

また、市のホームページで動画を公開しています。

❹いちはら筋金近トレ体操

高齢者世帯などに、定期的に栄養のバランスの取れた食事を提供するとともに、安否確認

をしています。

介護に必要な知識や技術、心構えなどを学ぶ教室を行います。開催日時や内容な
どについては、「市のホームページ」に掲載します。

認知症など外見では症状がわからない方のトイレ介助や女性の下着購入の際な
どに偏見や誤解をうけることがないように、「介護中」の名札を無料で配布して
います。

❺ふれあい給食サービス

この他にも市原市独自の高齢者福祉サービスを行なっています。

詳しくは、高齢者支援課（TEL:0436-23-9814）までお問い合わせください。

５

50,320円（5,032単位）

105,310円（10,531単位）

１か月の支給限度額

介護保険給付

167,650円（16,765単位）

197,050円（19,705単位）

270,480円（27,048単位）

309,380円（30,938単位）

362,170円（36,217単位）

上記の支給限度額は標準地域のもので、1単位10円として金額に換算し

ています。市原市ではサービスの種類によって、1単位が10円、10.45円、

10.55円、10.70円となっています。

※公的年金収入には、非課税年金を含みます。　※住民税課税世帯の方及び、一定以上の資産（預貯金等）

をお持ちの方は対象外です。

※令和６年８月からの額となります。

880 550 380 550

880 550 480 550 430 430

430 430

430 430

1,370 1,370 880 1,370

1,370 1,370 880 1,370

第3段階①

第3段階①

第3段階②

世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下

世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が120万円超

第3段階②

（施設サービス）（ショートステイサービス）

食費や居住費（滞在費）の軽減制度（負担限度額認定）

1、2、3割 9、8、7割
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（施設サービス）（ショートステイサービス）

食費や居住費（滞在費）の軽減制度（負担限度額認定）

1、2、3割 9、8、7割
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５

50,320円（5,032単位）

105,310円（10,531単位）

１か月の支給限度額

介護保険給付

167,650円（16,765単位）

197,050円（19,705単位）

270,480円（27,048単位）

309,380円（30,938単位）

362,170円（36,217単位）

上記の支給限度額は標準地域のもので、1単位10円として金額に換算し

ています。市原市ではサービスの種類によって、1単位が10円、10.45円、

10.55円、10.70円となっています。

※公的年金収入には、非課税年金を含みます。　※住民税課税世帯の方及び、一定以上の資産（預貯金等）

をお持ちの方は対象外です。

※令和６年８月からの額となります。

880 550 380 550

880 550 480 550 430 430

430 430

430 430

1,370 1,370 880 1,370

1,370 1,370 880 1,370

第3段階①

第3段階①

第3段階②

世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下

世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が120万円超

第3段階②

（施設サービス）（ショートステイサービス）

食費や居住費（滞在費）の軽減制度（負担限度額認定）

1、2、3割 9、8、7割
一般

・住民税課税者がいる世帯で下記
「現役並み所得世帯」以外の方

世帯：

個人：

世帯：

世帯：

世帯：

世帯：

・住民税の課税所得金額145万円以上
 380万円未満の方
（年収約383万円以上約770万円未満の方）

・住民税の課税所得金額380万円以上
 690万円未満の方
（年収約770万円以上約1,160万円未満の方）

世帯：93,000

140,100

現役並み
所得世帯

・住民税の課税所得金額690万円以上の方
（年収約1,160万円以上の方）
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資格取得日

市から発送する納付書によって、金融機関等・コンビ

ニ・スマートフォンアプリ「LINE Pay」、「Pay Pay」、

「Pay B」、「d払い」、「au PAY」で納めていただきま

す。

14 0.28〜2.40

73,220 6,102 6 8

6,102

令和令和 年度 年度

令和8

32,950

20,500

43,930

29,290

50,520

50,160

65,900

73,220

84,940

95,190

117,160

128,140

139,130

142,790

146,450

153,770

175,740

０．４５

０．２８

０．６０

０．４０

０．６９

０．６８５

※合計所得金額…総合課税分（年金・給与・不動産・配当など）と申告分離課税分（株式の譲渡所得など）等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です（地方税法第

292条第１項第13号）。（特別控除前・繰越控除前の金額）

　　※土地や建物の売却に係る特別控除額がある場合は、それらを控除した後の金額を算定に用います。

　　※非課税の方は、合計所得金額から年金収入にかかる所得を控除した後の金額を算定に用います。

令和６年度

課税対象年金

令和6

14

本人の

本人の

本人の

本人の

本人の

本人の

本人の

本人の

本人の 1,500万円以上の方

1,500万円未満の方

２．４０

9
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9
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（令和６年度版）


